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◇平成２３年を迎えて 

会長 磯野重三郎 

 

 新年明けましておめでとう御座います。会員の皆様には良い新年を迎えられた

ことと思います。 
今年はマンション管理士誕生１０年目、千葉県マンション管理士会（ＣＭＡ）設

立９年目になります。大きな節目を迎えた年として皆さんの協力と努力により、

より一層の飛躍の年にしようではありませんか！ 
 現在のマンション状況は、知れば知るほどほど複雑で多様化し、多くの難問を

抱えています。これからがマンション管理士が必要であり、腕の見せところです。 
 
 振り返れば、マンション管理士誕生後の数年間は、地方自治体に挨拶に行って

も「管理員の集り？」と相手にされず、管理組合では「管理会社が適正に運営しています」と言われ、管理

会社では「資格だけで何の役に立たないよ！」とけんもほろろでした。そういう環境の中でＣＭＡとしては、

平成１５年１１月の柏市でのセミナー・相談会の開催以降、千葉市を始めとしてセミナー・相談会を開催し、

昨年は県南及び県北西部の１５の市で約６０回、今年度はそれ以上のセミナー・相談会を行うところまでに

なりました。また、セミナー・相談会の管理組合への派遣制度が３市で開始され、更に４年前から管理組合

間の交流会も年に１度開催しています。現在では千葉県内では、ＣＭＡがマンション管理に関してはなくて

はならない存在となっています。 
相談内容についても、個人的愚痴に始まり、マンションが仮住まいから定住化の進行に伴い即時解決を求

める相談ばかりではなく、高齢化対策・管理費滞納対策・大規模修繕の進め方・賃貸化・空室化問題等居住

者の年齢構成、意識、マンションの規模・形態・築年数により異なるにしても、今後どのようにしたら良好

な住環境を維持して住み続けられるのか？という居住者の管理運営に関しての意識が高まり、継続性が必要

な相談が増え、マンション形態の多様化に伴い内容が複雑化し、マンション管理士の必要性を認められると

共に、マンション管理士に対して引き出しの中に数多くの回答を出せる知識と知恵が求められてきています。

また、一方で無関心派の多い眠ったままの管理組合も依然として多く、これらの掘り起しも大切なマンショ

ン管理士の業務の一つです。 
千葉県・各市町村は相談会からもう一歩進めて管理組合に内在する問題解決に向けて積極的に参与するた

めにどのようにしたら良いのかを思案しています。 
 

 平成２１年末の統計では、マンションのストック数５６２万戸、居住人口約１，４００万人、全国のマン
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ション化率１１．４％（８．８世帯に 1 世帯がマンション居住）、東京都では２４．１％、千代田区８０．

２２％、中央区７５．７２％、港区７２．５１％、都市にあってはマンションはごく一般的な住まいとして

定着しています。日本のマンション居住の歴史はほぼ５０年、現在の状況からみて、今後のマンション居住

が安全に、安心して、楽しく生活するには「高齢化対策」「コミュニティ形成」が欠かせない課題だと考え

られます。 
セミナーについては初期は管理組合に法律等を講義するという視点でしたが、徐々に管理組合とこれらの

問題解決に向けて共に考えるテーマを選択する必要に迫られています。 
 

 管理士会の連合体である日本マンション管理士会連合会（日管連）も色々と紆余曲折は有りましたが、国

交省の後押しにより、連合会、全国協の理事達の努力により一本化して２年目となり、昨年よりの国交省の

補助事業も現在の政治状況から今後については不透明な状況ではありますが、全国４９の会員士会が管理組

合支援事業・相談事業・研修事業を全国で精力的に展開し、管理組合の実務の支援をしています。 
また、国交省の補助事業、地方公共団体からの受托業務、複雑化してきたマンション管理士としての業務を

安心して遂行できるために、日管連独自に管理士会・所属マンション管理士を対象に「団体マンション管理

士損害賠償責任保険」を創設いたしました。会員多数の加入をお願い致します。 
 
 ここ２～３年マンション関連に対して世情が激しく動いているように感じています、ＣＭＡにあっては今

年は役員改選の年ですが、残り半年理事会として今後のマンション管理士が業として成立つためにどのよう

にＣＭＡがお手伝いできるのか？を目標に理事会体制を考え、次期役員に引き継ぎたいと思っています。 
 後年振り返った時に、平成２３年度がマンション管理士の飛躍の年であったと思える年になることを願っ

て新年の挨拶といたします。 
以上 

 

◇ 支部活動と部会の報告 

 

◆ 総武支部 

         （千葉市、四街道市、習志野市、市原市、木更津市、東金市、勝浦市他） 

                                 総武支部支部長 中村陸男 

■行事活動報告 

1. １１月１３日（土） 千葉市相談協セミナー 

千葉市、千葉市分譲マンション相談連絡協議会、（社）千葉県マンション管理士会、首都圏マンション

管理士会千葉県支部、千葉市マンション管理組合協議会の共催による第１７回千葉市マンションセミナー

が約３０名（当会からは総武支部会員５名）の参加を得て開催されました。ＮＰＯ法人マンション再生な

び理事 関根 定利氏によるテーマ「分譲マンションの再生～初動期における管理組合の取組みについて」

は、本人が関った具体的な建替え事例の紹介があり、建替えに伴う自己負担、無償取得面積等の話は大変

興味のあるものでした。 

２． １１月１９日(金) 支部例会  出席者 １０名  １８：３０～２０：１０ 

支部長から１１月理事会報告、１１～１２月の行事調整の後、吉澤会員を講師にマン管センター通信１１

月号にも掲載された「一部共用部分の管理主体・管理費減額合意及び弁護士負担条項にかかる裁判例」を

取上げて勉強会を行ないました。 例会後の懇親会は９名が参加して、いつものように楽しくやりました。 
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３．１２月２２日（水） 千葉市緑区相談会  １２：００～１５：２０ 

相談件数は事前申込みは３件ありましたが、当日キャンセルが１件あり、結局２件でした。具体的な相

談内容は「滞納問題」「現在電波障害対策を実施しているマンションの地デジ対応」「販売会社が策定した

長期修繕計画の信頼性」「自治会を作った場合のメリット・デメリット」等でした。相談員は中村、榎本、

中島会員の３名で対応しました。 

 

■今後の活動予定 

１．平成２３年１月２９日(土) １３：００～１６：００  習志野市セミナー・相談会 

２．平成２３年２月２０日(日) １０：００～１５：００  第１８回千葉市相談協セミナー 

３．平成２３年２月２４日(木) １０：００～１５：００  千葉市美浜区相談会 

 

 

 ◆ 東葛支部 

        （野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、浦安市、及び近隣地区） 

 東葛支部支部長 野口 直樹 

■支部例会報告 

１．１１月１２日（金） アミュゼ柏にて開催しました。参加者 １５名。 

新入会員の紹介、理事会報告 、日管連の報告や今後の支部活動の確認をしました。 また、マンショ 

ン管理士賠償責任保険についての内容確認や加入の必要性を議論しました。 

２．１２月１０日（金） 忘年会を兼ねて居酒屋「吉春」にて開催しました。参加者１１名。 

新会員の紹介、理事会報告のあと忘年会に入り 1年を振り返りました。 

 

■行事活動報告 

１．１０月２４日（日） 我孫子市セミナー、相談会開催 参加組合３組合 

星、中西、磯野各会員が講師となりました。 

２．１１月１３日（土） 市川市セミナー、相談会開催 参加組合 ６組合 

近藤会員が講師となりました。 

３．１１月２７日（土） 浦安市相談会 １組合 中西、曽根、鶴岡会員を相談員として派遣しました。 

４．１１月２８日（日） 流山市相談会 

５．１２月 １日（水） 松戸市相談会 

６．１２月 ４日（土） 流山市相談会 

 

■今後の活動予定 

１．１月 ５日（水） 松戸市相談会 

２．１月２２日（土） 浦安市相談会 

３．１月２３日（日） 我孫子市相談会 

４．２月 ２日（水） 松戸市相談会 

５．２月 ６日（日） 流山市相談会 

６．２月１２日（土） 柏市相談会 

７．２月２７日（日） 県セミナー・相談会（松戸市） 
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◆ 船橋北総支部 

     （船橋市、八千代市、佐倉市、成田市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市及び近隣地区） 

                           船橋北総支部支部長 赤祖父 克介 

■支部例会報告 

平成２２年１２月１８日(土) 船橋市中央公民館にて１５：００～１８：００支部例会を開催致しました。 

今月入会されました大坪まり子さん船橋市在住も出席され、支部会員としては初の女性会員となりました。 

議題は理事会報告に続き１０月、１１月実施の支部行事報告、１月～２月の行事予定の確認、２３年度支部

行事計画等々について、検討を行いました。 

今回より例会の場を活用して、時間の許す範囲内で勉強会を組み入れました。勉強会は相談員として身近

に役に立つテーマを取り上げて行きます。初めての試みとして総会運営の留意点（委任状･議決権行使書の

取り扱い）（管理組合の文書保存期間）について、岡本さんにリード役になって頂きました。参加者からは

活発な議論、意見が出され大変好評でした。今後も継続して参りますので是非皆様も参加してください。ま

た、例会後、季節がらクリスマス、忘年会をかねて、気楽な和気藹々とした交流･親睦会をおこないました。 

＊支部例会は原則偶数月の第３土曜日としていましたが、次回の２月１９日（土）は白井市の行事、セミ

ナー、相談会を予定していますので、翌日の２月２０日(日)、船橋中央公民館にて１５：００より～３時間

ほどの予定となります。 

 

■行事活動報告 

 １１月１３日（土）１０：００～１７：００ 鎌ケ谷総合福

祉保健センターにおいて千葉県およびマンション管理センター

主催のセミナー・相談会を開催しました。 

当日は鎌ケ谷市周辺を中心とした２８管理組合、３９名の方の

参加があり、相談件数も５件と大変盛況に終わりました。 

＜セミナー講演内容＞ 

①マンションの高齢化対策(建物･設備の再生 居住者の 

高齢化) 講師：野間管理士、中西管理士 

②大規模修繕工事について 講師：マン管センター 

③みらいネットについて  講師：マン管センター 

 

■今後の行事予定 

開催 日時 場 所 行事内容 (セミナー･相談会) 

１月２２日(土) 

１３：００～１７：００ 

船橋市 

東部公民館 

マンションの高齢化 

① 建物･設備の再生について  

② 居住者の高齢化問題 

２月１９日（土） 

１３：００～１６：３０ 

白井市 保健福祉センター ① 新しい標準管理委託契約書 

② 管理組合運営の基礎、留意点 
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◆事務局 埼玉県マンション管理士会「平成２２年度総会」出席報告 

事務局長  星 攻 
 

昨年１１月２３日に埼玉県マンション管理士会の総会があり、磯野会長の名代として出席しましたので 
その報告をいたします。 
 

埼玉県マンション管理士会は、１０月～翌年９月を事業年度としておりまして１１月に総会を行っており

ます。一般社団法人になってからも、回数のカウントは通しでカウントして今年で第８回でした。 

総会の出席状況は、定数１０７名のうち、出席４２名、委任状７名、議決権行使書２７名、計７６名で総

会成立となりました。総会の席に賛助会員の席が設けてあり、見たところ３名が出席しているようでした。 

議案書を貰ってきましたが、ＣＭＡの議案書とかなり違っていました。前年度の活動報告と決算で一つの

議案になっており、最初に監事の監査報告が行なわれ、次に決算報告の順序で議事が進んでいき活動報告は、

一覧表を副理事長が説明して終わりです、この方式が定着しているようです。翌年度の活動計画は、予算書

のみで、活動方針は、理事長(埼玉はトップを理事長と称してい

ます)の口頭での報告のみでした。 

埼玉県マンション管理士会の今年度の議案に休会制度が盛り

込まれていました。申請に休会の理由をつけることで、遠隔地

への転勤や、病気療養は認めるが、仕事が忙しいというのは認

めない、と質疑応答での回答がありなるほどと思いました。 

来賓に国会議員が３名、県会議員が４名来ていました。祝電

は、国会議員が２名、県会議員が１名、それから茨城県マンシ

ョン管理士会から来ていました。 

総会の後でパネルディスカッションが行われ、議題は｢埼玉県の分譲マンションの将来と住宅産業の拡大

に向けて｣というもので、県会議員２名、埼玉県住まいづくり協議会、コーディネーターが管理士会理事長

の伊藤さんというメンバーで１時間半ほど討議が行われました。写真はパネルディスカッションの模様で、

日管連の旗が飾ってあります。 

 総会の後の懇親会にも出席しました。ＣＭＡの懇親会と違い、かなりくだけた懇親会で、総会の延長みた

いな議論があったり、賛助会員のＰＲがあったりして面白かったです、さすがにカラオケはありませんでし

た。 

 

♢♢♢ 日管連会報 １２月号 ♢♢♢  

 

■ １２月号会報 

１．報告事項 

２２年度第４回理事会が１１月２５日（木）に開催されました。主な報告・審議事項は以下の通りです。 

（１） 管理組合サポートセンター・相談ダイヤル事業実施状況について 

９月１３日から１１月２２日までの相談実績（件数）は合計６７件でした。地区別は以下の通りと 

なっています。なお、昨年同時期（９ 月１０ 日～１１ 月２２ 日）の実績は、計２５ 件でした。 

 地区名 件数  地区名 件数  地区名 件数  地区名 件数 

北海道・東北 ３ 中国・四国 ３ 関東 ２４ 九州・沖縄 １６ 

北陸 １ 本部 ４ 中部 ６ 関西 １０ 
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（２） 団体マンション管理士損害賠償責任保険制度について 

保険開始期日平成２３年１月１日午後４時（保険期間は１年）、申込み締切日１２月２２日（水） 

として、全国の各会員会で募集が開始されました。出足は必ずしも好調ではなく、この保険制度が成立

するためには最低限３００人の加入が不可欠であることから、さらに一層の加入促進キャンペーンが必

要であることが確認されました。（加入者が３００人を超えたことが確認されました。） 

また、マンション管理士会は日管連加盟の団体でないと加入できないことが確認されました。 

（３） 管理規約適正性診断事業について 

応募期限を１１月１５日（金）まで延長して募集した結果、現時点で１７件の応募があり、全件採択さ

れることになりました。さらに、現在３件（うち２件は当会ホームページを見て）の問合せがきており、

最終的に目標の２０件になると予想されます。 

（４）シンボルマーク使用規程について 

前報のとおり、バッジに関するアンケート調査を実施するために、アンケート内容を引続き検討するこ

ととしました。 

（５） モデル事業調査委員会の立上げについて 

昨年度採択された１５件のモデル事業については、いずれも貴重な事業事例であることから、この機会

に今後５年程度の期間にわたって各モデル事業を追跡調査し、その結果をまとめて日管連の成果物とし

て残すための委員会立上げが磯野副会長より提案され了承されました。また磯野副会長を委員長として

委員会を１２月中に立上げて作業は年明けから開始することとし、委員を募集することになりました。 

（６） マンション管理士合同研修会について 

来年１月２２日（土）に名古屋で開催される第４回マンション管理士合同研修会の研修プログラムが決

定されました。すでに合同研修プログラムの詳細は、当会ホームページに掲載されています。 

（７） 国土交通省標準管理規約見直し検討委員会について 

前報で近々パブリックコメント（ＰＣ）の結果を受けて１２月上旬の第５回委員会を経た後、改正案が

公表されるとお知らせしましたが、国土交通省での作業が遅れているとのことです。 

 

２．「北から 南から」 

 管理組合（区分所有者）への支援など、各会員会の活動内容をご紹介します。行政機関との連携方法等の

参考にして頂ければ幸いです。 

 今月号では、「茨城県マンション管理士会」と「千葉県マンション管理士会」を紹介します。 

  

【茨城県マンション管理士会】：所属マンション管理士数 １４名 

  代 表 者：小野 勝洋、本記事の担当者：櫻岡 直樹 

連 絡 先：茨城県水戸市上水戸３－４－２６  ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２９－２３１－６４３３ 

    E-mail info@ibaraki-mankan.com   ホームページ http://www.ibaraki-mankan.com 

（１） 主な活動内容 

国土交通省補助事業への取り組みとして、平成２２年１０月１７日に水戸市でセミナー付き無料相談会を

開催しました。また、行政機関との連携によるマンション管理組合への支援としては、毎月第３火曜日(午

後１時～午後４時）、水戸市役所内にある市民相談室にマンション管理士２名を派遣し、無料で相談に応 

じています。 

（２）現在困っていること 

会員が一部地域に偏在していること（主に水戸市と県南地域に会員が集中し、県北地域、県西地域、鹿行
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地域に少ない状況）と会員数が伸び悩んでいることにより、迅速な対応に苦戦しています。 

（３）他会員へＰＲできること 

当会では、メーリングリストを活用することにより、個人会員の困りごとの相談や他会員の意見を聞きた

いときに、即座に情報の提供やアドバイスを受けることが出来ます。会員には、一級建築士、税理士、行

政書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者等々、多彩な国家資格者が揃っています。 

 

【一般社団法人 千葉県マンション管理士会】：所属マンション管理士数 ８９名 

  代 表 者：磯野 重三郎、本記事の担当者：岡本 洋 

連 絡 先：千葉市中央区神明町１３－２－１０４ 

    ＴＥＬ／０４３－２４４－９０９１ ＦＡＸ／０４３－２４４―９０９４  

    E-mail info@chiba-mankan.jp   ホームページ http://www.chiba-mankan.jp/ 

 

（１） 主な活動内容 

（イ）当管理士会は、平成１４年に任意団体として約３０名のマンション管理士により発足し、平成２０年

１２月に一般社団法人千葉県マンション管理士会としました。 

当会の構成は千葉県を（千葉市・習志野市）、（松戸市・柏市・浦安市・市川市）、及び（船橋市）を

中心とした３ブロックに分け、行政とタイアップして地域に密着したセミナー、相談会、派遣事業等を

積極的におこなっています。 

（ロ）会員の専門的知識及び技能向上を目指した研修会を年４回、新入会員向けの基礎的研修会を１回実施

しています。また、判例研究等の勉強会を随時おこなっています。 

（ハ）会員向けとして、行政の動きやマンション関連の公式情報を纏めたレポートを毎月発行しています。

また会報を隔月に発行しています。 

（ニ）本年８月にホームページを刷新しました。新企画として管理組合向けには前項のレポートを要約した

「お役立ち情報」や「マンション管理Ｑ＆Ａ」のコーナーを設けました。また会員向けにはセミナー等で 

  使用した「セミナー・レジメ」のコーナーを設け会員が自由に活用できるようにしています。 

（ホ）平成２２年度国交省のマンション等安心居住推進事業（管理組合等の支援に係る事業）については、

支援の対象マンション「稲毛高浜北住宅管理組合」の１案件が承認され、旧公団５階建ての１階部分へ

のアプローチを主たる対象として、バリアフリー化対策について管理組合支援事業として進めています。 

（２）他会へＰＲできること 

当会では前述のように各市でセミナー、相談会、更には派遣事業をおこなっていますが、昨年度は行政と

タイアップしたセミナーや相談会を年５５回実施、今年度は６３回の開催を予定しています。これらの活

動を通して会員のスキルアップを図り、一方でマンション管理士の役割を地域の管理組合に理解してもら

うことにより、当会会員が業として自立できる基礎固めが出来つつあるものと考えています。 

 

 

♢♢♢ お知らせ ♢♢♢ 

    

１．入会、退会者、会員数 

１）新入会員：国分寺市在住の久保克久さん、船橋市在住の大坪まり子さんが入会されました。 
退会会員はありませんでした。 

２）１２月２２日現在 正会員：９０名   
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２．理事会の日程 

１）次回開催日：１月８日（土）１３：３０～ 松戸市勤労会館 
２）次々回開催：２月５日（土）１３：３０～ 船橋市中央公民館を予定 

 

 

♢♢♢ 編集後記 ♢♢♢ 

広報部  岡本 洋 

明けましておめでとうございます。 
日管連会報の（７）にも記されています標準管理規約の見直しにつきまして、その後、国土交通省マンシ

ョン政策室は１２月２４日に「標準管理規約のパブリックコメント」の募集を開始したことが判明しました。

募集期間は１２月２４日～１月２８日となっています。 
詳しくは国土交通省 HP：http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000057.html にてご確認下さ

い。 
最近は「編集後記」とは名ばかりで専らホームページのご案内をしていますが、今月号も新企画のご案内

に紙面を利用させてもらいます。HP へアクセスしてご確認をお願いします。 
 
会員の皆様に CMA の活動内容をご理解して戴く広報活動の一環として、会員専用ページの「理事会・部

会報告」欄に定例理事会の議事録を掲載することとしました。 
また、「セミナー・レジメ」欄に北総支部の勉強会で使用した小生のレジメ 
「総会運営の要領」を掲載しました。ご利用戴ければ幸いです。 
会員の皆様の声を反映した広報活動を目指していますので、CMA だよりや

ホームページに関するご意見、ご要望をどしどしお寄せ下さい。 
今年もよろしくお願いいたします。 
 

ホームページＵＲＬ  http://www.chiba-mankan.jp/ 

 


